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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【公開番号】特開2011-116362(P2011-116362A)
【公開日】平成23年6月16日(2011.6.16)
【年通号数】公開・登録公報2011-024
【出願番号】特願2010-268312(P2010-268312)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｃ  11/24     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  33/02     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  33/42     (2006.01)
   Ｂ２９Ｌ  30/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｃ  11/24    　　　Ｂ
   Ｂ２９Ｃ  33/02    　　　　
   Ｂ２９Ｃ  33/42    　　　　
   Ｂ２９Ｌ  30:00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月13日(2013.11.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイヤトレッドであって、該タイヤトレッドの底部または滑り止め表面から突出し、規
定されたトレッド深さを有する少なくとも１つのトレッド部材（１０）またはブロックを
有し、該少なくとも１つのトレッド部材（１０）またはブロックが、摩耗インジケータと
しての第１の穴または切り欠き（１６）を有し、該第１の穴または切り欠き（１６）が、
前記トレッド深さまたは滑り止め深さに満たない第１の深さにわたって一定である外側の
第１の断面形状を有する、タイヤトレッドにおいて、前記第１の断面形状が雪片を模した
記号であることを特徴とするタイヤトレッド。
【請求項２】
　前記第１の穴または切り欠きが、第２の深さにわたって一定である第２の断面形状を有
する、請求項１に記載のトレッド。
【請求項３】
　前記第１の穴または切り欠きが、第３の深さにわたって一定である第３の断面形状を有
する、請求項２に記載のトレッド。
【請求項４】
　前記第２の断面形状が太陽を模した記号である、請求項１から３のいずれか１項に記載
のトレッド。
【請求項５】
　前記第３の断面形状が警告記号または立入禁止記号である、請求項１から４のいずれか
１項に記載のトレッド。
【請求項６】
　前記第１の深さが、前記滑り止め深さの４０～５０％の範囲内にあるか、２．８～４．
２ｍｍの範囲内にあるか、その両方の範囲内にある、請求項１から５のいずれか１項に記
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載のトレッド。
【請求項７】
　前記第２の深さが、前記滑り止め深さの２５～４０％の範囲内にあるか、２～２．８ｍ
ｍの範囲内にあるか、その両方の範囲内にある、請求項１から６のいずれか１項に記載の
トレッド。
【請求項８】
　前記第３の深さが、前記滑り止め深さの１０～３０％の範囲内にあるか、１～２ｍｍの
範囲、好ましくは１～１．６ｍｍの範囲内にあるか、その両方の範囲内にある、請求項１
から７のいずれか１項に記載のトレッド。
【請求項９】
　前記トレッド部材またはブロックが、前記タイヤトレッドの第１の位置に配置され、
　前記タイヤトレッドが、該タイヤトレッドの第２の位置に配置され、前記底部または滑
り止め表面から突出する、さらなるトレッド部材またはブロックを有し、該さらなるトレ
ッド部材またはブロックが、摩耗インジケータとしての第２の穴または切り欠き（２０）
を有し、該第２の穴または切り欠き（２０）が、前記トレッド深さまたは滑り止め深さに
満たない深さにわたって一定であるとともに前記第１の断面形状とは異なる形状である外
側断面形状を有する、請求項１から８のいずれか１項に記載のトレッド。
【請求項１０】
　前記第１の断面形状が雪片を模した記号であり、前記第２の穴または切り欠き（２０）
の前記外側断面形状が太陽を模した記号であり、前記第２の穴または切り欠き（２０）の
前記深さが、前記第１の深さよりも大きく、好ましくは１．５～３ｍｍ大きい、請求項９
に記載のトレッド。
【請求項１１】
　前記第１の深さが、前記滑り止め深さの４０～５０％の範囲内にあるか、２．８～４ｍ
ｍの範囲内にあるか、その両方の範囲内にあり、前記第２の穴または切り欠き（２０）の
前記深さが、前記滑り止め深さの７０～８０％の範囲内にあるか、５～６．４ｍｍの範囲
内にあるか、その両方の範囲内にある、請求項１０に記載のトレッド。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１項に記載のトレッドを有する空気入りタイヤ。
【請求項１３】
　トレッドにトレッド摩耗インジケータを形成する成形装置であって、該成形装置（３０
）が、規定された深さを有する第１の中実部分を備えた成形ブレード（３８，５２，６２
）を有し、前記第１の中実部分が、前記規定された深さにわたって一定であるとともに雪
片を模した記号である断面形状を有する成形装置。
【請求項１４】
　前記成形ブレード（３８，５２，６２）が、第２の規定された深さを有する第２の中実
部分を有し、該第２の中実部分が、前記第２の規定された深さにわたって一定であるとと
もに太陽を模した記号である断面形状を有する、請求項１３に記載の成形装置。
【請求項１５】
　前記成形ブレード（３８，５２，６２）が第３の中実部分を有し、該第３の中実部分が
、第３の規定された深さにわたって一定であるとともに警告記号または立入禁止記号であ
る断面形状を有する、請求項１４に記載の成形装置。
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